
今
月
の
納
税
（
１
月
）

●
町
県
民
税
︱
第
４
期
分

●
国
民
健
康
保
険
税
︱
第
８

期
分

納
期
限
は
１
月
27
日
（
月
）

で
す
。
納
期
限
を
過
ぎ
る
と

督
促
状
を
送
付
し
ま
す
。
督

促
手
数
料
は
一
通
に
つ
き
百

円
で
す
。

●
問
い
合
わ
せ　

役
場
税
務

住
民
課
税
務
班
ま
で

今
月
の
納
付
（
１
月
）

●
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
︱

第
７
期
分

納
期
限
は
１
月
27
日
（
月
）

で
す
。
納
期
限
を
過
ぎ
る
と

督
促
状
を
送
付
し
ま
す
。
督

促
手
数
料
は
一
通
に
つ
き
百

円
で
す
。

●
問
い
合
わ
せ　

役
場
保
険

健
康
課
保
険
年
金
班
ま
で

個
人
住
民
税
が
変
わ
り
ま
す

東
日
本
大
震
災
復
興
基
本

法
の
理
念
に
基
づ
き
、
地
方

公
共
団
体
で
実
施
す
る
防
災
・

減
災
費
用
を
確
保
す
る
た
め

平
成
26
年
度
か
ら
平
成
35
年

度
ま
で
の
期
間
、
個
人
住
民

税
の
均
等
割
が
引
き
上
げ
ら

れ
ま
す
。

●
県
民
税　

年
千
五
百
円
が

二
千
円

●
町
民
税　

年
三
千
円
が

三
千
五
百
円

●
問
い
合
わ
せ　

役
場
税
務

住
民
課
税
務
班
ま
で

土
地
・
家
屋
の
用
途
や

床
面
積
等
の

変
更
届
出
を
忘
れ
ず
に

土
地
や
家
屋
の
所
有
者
で
、

平
成
25
年
１
月
か
ら
12
月
ま

で
の
間
に
次
の
よ
う
な
変
更

が
あ
っ
た
人
は
、
忘
れ
ず
に

届
け
出
て
下
さ
い
。
▽
土
地

の
利
用
状
況
（
地
目
）
が
変

わ
っ
た
人
▽
家
屋
の
増
築
・

解
体
な
ど
に
よ
り
床
面
積
な

ど
の
変
更
が
あ
っ
た
人
▽
家

屋
を
取
り
壊
し
た
人
▽
登
記

さ
れ
て
い
な
い
家
屋
の
所
有

権
を
移
転
（
売
買
・
贈
与
・

相
続
）
し
た
人

●
届
出
期
間　

１
月
31
日

（
金
）

●
問
い
合
わ
せ　

役
場
税
務

住
民
課
税
務
班
ま
で

確
定
申
告
相
談
会

２
月
７
日
か
ら
開
始

確
定
申
告
の
時
期
が
近
づ

い
て
き
ま
し
た
。
直
方
税
務

署
で
は
、
次
の
と
お
り
確
定

申
告
の
相
談
会
を
開
設
し
ま

す
。
な
お
、
所
得
税
の
還
付

申
告
は
１
月
か
ら
提
出
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

●
と
き　

２
月
７
日
（
金
）

か
ら

●
受
付
期
間　

午
前
９
時
か

ら
午
後
４
時
ま
で

●
と
こ
ろ　

直
方
税
務
署

●
問
い
合
わ
せ　

直
方
税
務

署
☎
２
２
局
０
８
８
０
番

ま
で

西
村
弁
護
士
の

無
料
法
律
相
談

西
村
浩
二

弁
護
士
に
よ

る
無
料
法
律

相
談
が
行
わ

れ
ま
す
。
受

付
は
７
人
ま

で
で
す
。

●
と
き
　
１
月
10
日
（
金
）

▽
受
付
（
順
番
の
抽
選
）

＝
午
後
０
時
45
分
か
ら
▽

相
談
＝
午
後
１
時
か
ら
４

時
ま
で

●
と
こ
ろ
　
く
ら
じ
の
郷

●
問
い
合
わ
せ
　
社
会
福
祉

協
議
会
ま
で

税
金

相
談

●鞍手町役場…42 局 2111 番
　　　（FAX…42 局 5693 番）

●中央公民館…42 局 7200 番
●長谷別館…42 局 4659 番

●教育課…42 局 7200 番
●歴史民俗博物館…42 局 3200 番

●くらじの郷…42 局 8811 番
●社会福祉協議会…42 局 7800 番

●中央浄水場…42 局 0417 番
●くらて病院…42 局 1231 番

●鞍寿の里…42 局 1233 番
●鞍手駅…42 局 0980 番

●火災の発生状況…32 局 3211 番

☎ 問い合わせ先 ☎

く
ら
しの
情
報

Calendar
2014 １
日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

2014.１−12

税務Q&A
扶養控除について
解説します

Ｑ私はこれまで、同じ世帯で同居
していた自分の母を税の扶養と

して申告していましたが、平成 25 年
２月からは施設に入所しています。住
民票も世帯もこれまでと同じですが、
今までどおり扶養にすることはできま
すか。

Ａ税の扶養親族は、納税義務者と
生計を一にしている所得（前年

の合計所得）が 38 万円以下の人を対
象としています。つまり、あなたがお
母様と生計を一にしている（扶養の事
実がある）のであれば税上の扶養と
することは可能で、老人扶養親族（年
齢 70 歳以上）に該当します。ただし、
施設に入所された場合は常に同居され
ている状況と見なすことができませ
ん。したがって、老人扶養親族のうち
納税義務者またはその配偶者の直系尊
属（祖父母や父母。伯父叔母や兄妹は
該当しません）で同居している人を対
象とする同居老親等扶養親族の控除を
受けることはできませんのでご注意く
ださい。
●問い合わせ　役場税務住民課税務班

まで



一
人
で
悩
む
前
に


心
配
ご
と
相
談
へ
ど
う
ぞ

直
方
法
務
局
の
職
員
、
行

政
相
談
委
員
の
皆
さ
ん
が
、

あ
な
た
の
悩
み
に
お
こ
た
え

し
ま
す
。

●
と
き
　
１
月
27
日
（
月
）

▽
受
付
＝
午
後
０
時
45
分

か
ら
▽
相
談
＝
午
後
１
時

か
ら
３
時
ま
で

●
と
こ
ろ
　
く
ら
じ
の
郷

●
問
い
合
わ
せ
　
社
会
福
祉

協
議
会
ま
で

今
月
の
補
聴
器
相
談
日

1
月
の
補
聴
器
相
談
が
次

の
と
お
り
行
わ
れ
ま
す
。

●
役
場
福
祉
人
権
課
で
の
相
談

　

▽
と
き
＝
１
月
９
日
（
木
）

午
前
11
時
か
ら
正
午
ま
で

（
九
州
リ
オ
ン
）

　

▽
と
き
＝
１
月
16
日
（
木
）

午
後
１
時
か
ら
２
時
ま
で

（
あ
さ
ひ
補
聴
器
）

　

▽
と
き
＝
1
月
22
日
（
水
）

午
後
１
時
か
ら
２
時
ま
で

（
小
倉
補
聴
器
）　

役
場
福
祉
人
権
課
の
相
談

で
は
、
受
付
順
の
番
号
札
を

配
布
し
ま
す
。

●
く
ら
て
病
院
で
の
相
談
　

▽
と
き
＝
１
月
11
日
（
土
）

午
前
９
時
か
ら
正
午
ま
で

（
九
州
リ
オ
ン
）
▽
と
き
＝

１
月
18
日
（
土
）
午
前
９

時
か
ら
正
午
ま
で
（
池
田

補
聴
器
）
▽
と
き
＝
１
月

28
日
（
火
）
午
後
２
時
か

ら
４
時
30
分
ま
で
（
九
州

補
聴
器
セ
ン
タ
ー
）

●
問
い
合
わ
せ
　
役
場
福
祉

人
権
課
福
祉
高
齢
者
班
ま

た
は
く
ら
て
病
院
ま
で

県
営
住
宅
の

入
居
者
を
募
集
し
ま
す

福
岡
県
住
宅
供
給
公
社
で

は
、
住
宅
の
困
窮
状
況
を
点

数
化
し
点
数
の
高
い
人
か
ら

優
先
的
に
入
居
者
を
決
定
す

る
ポ
イ
ン
ト
方
式
に
よ
る
入

居
者
を
募
集
し
ま
す
。

●
募
集
案
内
書
の
配
布
・
申

込
期
間
　
▽
と
き
＝
１
月

14
日
（
火
）
か
ら
１
月
22

日
（
水
）
ま
で
▽
と
こ
ろ

＝
公
社
直
方
出
張
所
（
福

岡
県
直
方
総
合
庁
舎
一
階
・

直
方
市
日
吉
町
９
番
10

号
）、
役
場
建
設
課
な
ど

●
ポ
イ
ン
ト
方
式
対
象
者
　

世
帯
人
数
に
対
し
て
著
し

く
狭
い
住
宅
に
住
ん
で
い

る
世
帯
や
著
し
く
高
い
家

賃
を
支
払
っ
て
い
る
世
帯

な
ど

●
問
い
合
わ
せ
　
詳
し
く

は
福
岡
県
住
宅
供
給

公
社
県
営
住
宅
管
理
部

☎
（
０
９
２
）
７
８
１
局

８
０
２
９
番
ま
で

お
風
呂
は
お
休
み
で
す

く
ら
じ
の
郷
の
休
館
日

く
ら
じ
の
郷
の
福
祉
棟（
お

風
呂
）
と
勤
労
者
ふ
れ
あ
い

棟
（
体
育
館
）
の
１
月
の
休

館
日
は
、
次
の
と
お
り
で
す
。

●
休
館
日　

６
日
（
月
）、
13

日
（
月
）、
19
日
（
日
）、

20
日
（
月
）、
27
日
（
月
）

で
す
。
年
末
年
始
の
お
休

み
は
福
祉
棟
（
お
風
呂
）

は
12
月
28
日
（
土
）
か
ら

１
月
４
日
（
土
）、
ふ
れ
あ

い
棟
は
12
月
29
日
（
日
）

か
ら
１
月
３
日
（
金
）
で

す
●
問
い
合
わ
せ　

社
会
福
祉

協
議
会
ま
で

知
っ
て
お
き
た
い

検
察
審
査
会

検
察
審
査
会
は
、
犯
罪
の

被
害
者
や
犯
罪
を
告
訴
・
告

発
し
た
人
か
ら
検
察
官
の
不

起
訴
処
分
を
不
服
と
し
て
申

し
立
て
が
あ
っ
た
と
き
に
審

査
を
行
う
機
関
で
す
。
選
挙

権
を
有
す
る
国
民
の
中
か
ら

選
ば
れ
た
11
人
の
検
察
審
査

員
が
審
査
を
行
い
ま
す
。
審

査
員
に
選
ば
れ
た
際
に
は
、

国
民
の
代
表
と
し
て
ご
協
力

を
お
願
い
し
ま
す
。

●
問
い
合
わ
せ　

飯
塚
検
察

審
査
会
☎
（
０
９
４
８
）

２
２
局
１
１
８
６
番
ま
で

労
働
力
調
査
に

ご
協
力
く
だ
さ
い

総
務
省
と
福
岡
県
で
は
、

毎
月
、
労
働
力
調
査
を
実
施

し
て
い
ま
す
。
こ
の
調
査
は

国
の
失
業
率
や
雇
用
の
実
態

を
明
ら
か
に
す
る
重
要
な
調

査
で
す
。
調
査
対
象
と
な
っ

た
世
帯
に
は
、
県
知
事
が
発

行
し
た
調
査
員
証
を
携
帯
し

た
統
計
調
査
員
が
伺
い
ま
す

の
で
、
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

な
お
、
調
査
し
た
内
容
は
、

統
計
法
に
基
づ
き
秘
密
が
守

ら
れ
、
国
の
大
切
な
基
礎
資

料
と
な
り
ま
す
。

●
問
い
合
わ
せ　

役
場
企
画

財
政
課
政
策
財
政
班
ま
で

農
家
の
皆
さ
ん

農
業
委
員
選
挙
人
名
簿

登
載
申
請
を
お
忘
れ
な
く

農
業
委
員
選
挙
人
名
簿
へ

の
登
載
申
請
は
、
農
業
委
員

選
挙
を
正
し
く
公
平
に
行
う

た
め
の
大
切
な
申
請
で
す
。

申
請
書
は
12
月
中
に
配
布
し

て
い
ま
す
。

●
提
出
先　

各
地
区
農
業
実

行
組
合
長

●
提
出
期
限　

平
成
26
年
１

月
10
日
（
金
）
ま
で

●
問
い
合
わ
せ　

鞍
手
町
選

挙
管
理
委
員
会
（
役
場
税

務
住
民
課
住
民
班
）
ま
た

は
農
業
委
員
会
事
務
局
ま

で
後
期
高
齢
者
医
療
の

保
険
証
を
送
付
し
ま
す

後
期
高
齢
者
は
、
75
歳
以

上
の
人
が
対
象
と
な
る
医
療

保
険
制
度
で
す
。
75
歳
の
誕

生
日
以
降
は
、
現
在
加
入
し

て
い
る
医
療
保
険
に
か
か
わ

ら
ず
、
後
期
高
齢
者
医
療
制

度
へ
以
降
と
な
り
ま
す
。
２

月
に
75
歳
を
迎
え
る
人
（
昭

和
14
年
２
月
１
日
か
ら
２
月

28
日
ま
で
に
生
ま
れ
た
人
）

に
後
期
高
齢
者
保
険
証
を
交

付
し
ま
す
。
１
月
中
旬
に
簡

易
書
留
で
郵
送
し
ま
す
。

●
問
い
合
わ
せ　

役
場
保
険

健
康
課
保
険
年
金
班
ま
で

くらしの情報

募
集

13−2014.１

平成 26 年度の３つの町立保育所と２つの私立
保育所の入所受付を次のとおり行います。
●とき　１月 10 日（金）から１月 31 日（金）ま

で　
　時間は午前８時 30 分から午後５時 15 分まで
●ところ　役場福祉人権課児童人権班または各保

育所
●入所条件　①保護者や同居の親族が仕事をし

ている家庭の児童②母親が出産や病気、看病、
介護などのため、日中に保育ができない家庭
の児童

●対象者　▷町立保育所＝生後６か月から小学校
入学前までの児童　▷私立保育所＝生後８週
から小学校入学前までの児童

●保育料　保護者が負担する税額によって異なり
ます

●問い合わせ　申込書は役場福祉人権課児童人権
班や各保育所に準備しています。詳しいこと
は役場福祉人権課児童人権班まで

町立保育所と
私立保育所の
入所受付が
始まります

１月10日
　　　から

役場、各保育所で受け付けます

お
知

ら
せ



国
民
健
康
保
険
か
ら

社
会
保
険
へ
加
入

１4
日
以
内
に
必
ず
届
出
を

国
民
健
康
保
険
（
国
保
）
に

加
入
し
て
い
る
世
帯
の
全
員
、

ま
た
は
そ
の
一
部
の
人
に
異
動

が
あ
っ
た
場
合
、
14
日
以
内
に

役
場
保
険
健
康
課
保
険
年
金
班

へ
届
け
出
を
し
て
く
だ
さ
い
。

届
け
出
を
忘
れ
た
り
、
遅
れ
た

り
す
る
と
後
で
医
療
費
を
返
さ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
が
あ

り
ま
す
。

●
問
い
合
わ
せ　

役
場
保
険

健
康
課
保
険
年
金
班
ま
で

国
民
健
康
保
険
に

加
入
し
て
い
る
皆
さ
ん

入
院
す
る
と
き
や

高
額
な
外
来
診
療
は

前
も
っ
て
手
続
き
を

医
療
機
関
窓
口
で
の
支
払

い
が
自
己
負
担
限
度
額
ま
で

と
な
る
「
限
度
額
適
用
認
定

証
」・「
限
度
額
適
用
・
標
準

負
担
額
減
額
認
定
証
」
は
、

今
ま
で
入
院
時
に
し
か
使
え

ま
せ
ん
で
し
た
が
、
平
成
24

年
４
月
１
日
か
ら
は
外
来
時

に
も
使
え
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。
も
し
入
院
や
高
額
な

外
来
診
療
が
決
ま
っ
た
と
き

は
、
早
め
に
限
度
額
適
用
認

定
証
等
の
交
付
手
続
き
を
し

て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
認
定

証
は
国
民
健
康
保
険
税
の
納

め
忘
れ
が
あ
る
場
合
に
は
交

付
さ
れ
ま
せ
ん
の
で
、
保
険

税
は
必
ず
納
期
内
に
納
め
る

よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

●
申
請
場
所　

役
場
保
険
健

康
課
保
険
年
金
班
窓
口

●
申
請
に
必
要
な
も
の　

印

か
ん
・
国
民
健
康
保
険
証
・

住
民
税
非
課
税
世
帯
の
人

で
、
過
去
一
年
間
に
90
日

を
超
え
る
入
院
が
あ
っ
た

人
は
、
入
院
期
間
が
確
認
で

き
る
書
類
（
領
収
書
な
ど
）

●
問
い
合
わ
せ　

役
場
保
険

健
康
課
保
険
年
金
班
ま
で

国
保
の
高
齢
受
給
者
証
を

交
付
し
ま
す

国
民
健
康
保
険
の
加
入
者

で
70
歳
を
迎
え
た
人
（
昭
和

19
年
１
月
２
日
か
ら
昭
和
19

年
２
月
１
日
ま
で
に
生
ま
れ

た
人
）
に
国
民
健
康
保
険
の

高
齢
受
給
者
証
を
次
の
と
お

り
交
付
し
ま
す
。
な
お
、
高

齢
受
給
者
証
が
利
用
で
き
る

の
は
70
歳
の
誕
生
日
の
翌
月

（
１
日
が
誕
生
日
の
人
は
そ
の

月
）
か
ら
と
な
り
ま
す
。

●
交
付
す
る
日　

１
月
27
日

（
月
）
午
前
９
時
か
ら

●
と
こ
ろ　

役
場
保
険
健
康

課
保
険
年
金
班
窓
口

●
必
要
な
も
の　

国
民
健
康

保
険
証
、
印
か
ん

●
問
い
合
わ
せ　

役
場
保
険

健
康
課
保
険
年
金
班
ま
で

７5
歳
に
な
る
前
に

後
期
高
齢
者
医
療
に

加
入
で
き
ま
す

一
定
の
障
が
い
が
あ
る
65

歳
以
上
74
歳
以
下
の
人
は
、

申
請
す
る
と
後
期
高
齢
者
医

療
制
度
に
加
入
で
き
ま
す
。

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
被

保
険
者
に
な
る
か
な
ら
な
い

か
に
よ
り
、
加
入
す
る
医
療

保
険
、
保
険
料
、
一
部
負
担

割
合
な
ど
が
異
な
り
ま
す
。

●
問
い
合
わ
せ　

役
場
保
険

健
康
課
保
険
年
金
班
ま
で

後
期
高
齢
者
医
療
に

加
入
し
て
い
る
皆
さ
ん

入
院
す
る
と
き
や

高
額
な
外
来
診
療
は

前
も
っ
て
手
続
き
を

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
加

入
し
て
い
る
人
で
、
世
帯
員
全

員
が
住
民
税
非
課
税
の
場
合
、

入
院
し
た
と
き
の
食
事
代
や
入

院
、
外
来
で
の
窓
口
負
担
額
が

自
己
負
担
限
度
額
ま
で
で
済
む

限
度
額
適
用
認
定
証
・
標
準
負

担
額
減
額
認
定
証
を
発
行
し
ま

す
。
こ
の
認
定
証
は
、
申
請
し

た
月
の
１
日
か
ら
し
か
使
え

ま
せ
ん
の
で
、
入
院
ま
た
は

くらしの情報

　

のおがた警察署だより

町内の
交通事故
発生状況

【11 月中】 【累　計】
件 数 18 件（＋19） 件 数 282 件（＋12）

死 者 00人（±10） 死 者 220人（－11）

傷 者 27 人（＋17） 傷 者 108 人（＋11）

お住まいの地区の犯罪発生状況は、
県警のホームページに校区別の詳しい
犯罪発生状況などがご覧になれます。

福岡県警察 検索
直方警察署の最新情報はこちらから

http://www.police.pref.fukuoka.jp/
直方警察署　☎２２局０１１０番まで

直方警察署管内での犯罪発生状況
【11 月中】 【累　計】

刑法犯総数 94 件（－62） 刑法犯総数 1245 件（－381）

車上ねらい 8 件（－ 9） 車上ねらい 91 件（－ 57）

自転車盗難 013 件（＋ 5） 自転車盗難 169 件（－ 11）

空き巣 0 6 件（－07） 空き巣 87 件（－ 14）

地域課からのお知らせ

2014.１−14

　

休日の夜間の体調不良は

急患センターへ

● 問い合わせ　直鞍急患センター
☎２８局２８４０番まで

診療日 診療科目
土曜・日曜・祝日

午後６時から11時まで
小児科
内　科

第２、第４日曜
午前９時から午後６時まで 小児科

楽
し
い

お
話
い
っ
ぱ
い

聞
け
る
よ

朗読サークルの皆さんが、いろ
りのそばで昔話や絵本の読み聞か
せをしてくれます。親子で聞きに
来てみませんか。
● とき　１月 11 日（土）午前 10

時から
● ところ　歴史民俗博物館
● 問い合わせ　歴史民俗博物館まで

い
ろ
り
ば
た

お
話
の
会

● とき　１月８日（水）
午前 10 時から午後４
時まで（受付は午後３
時まで）

● ところ　ハピネスなかま（中間
市通谷）

● 問い合わせ　福岡県交通事故相談所☎
（０９２）６４３局３１６８番まで

巡回
交通事故

相談

緊急時  あわてず  あせらず  110 番
110 番は緊急電話　相談事は＃ 9110

◉事件事故など緊急な対応を要する際は、
　躊躇することなく「110 番」通報を

◉急を要さない相談
　などは相談専用
　電話「＃９１１０」
　までご連絡を

１月10日は
「110番」の日

休日
在宅医

診療時間は、午前９時か
ら午後５時までです。休
日在宅医は、変更になる
こともありますので、事
前に電話でご確認くださ
い。

● 1月 3日（金）くらて病院（城ヶ崎）
☎４２局１２３１番

● 1月 5日（日） 木原医院（山ヶ崎）
☎４２局５００５番

● 1月26日（日） 鞍手クリニック（古門）
☎４３局３０３０番



高
額
な
外
来
診
療
が
決
ま
っ

た
と
き
は
前
も
っ
て
手
続
き

を
し
て
お
い
て
く
だ
さ
い
。

平
成
24
年
３
月
31
日
以
前
に

交
付
さ
れ
た
認
定
証
を
お
持

ち
の
人
は
、
記
載
さ
れ
て
い

る
有
効
期
限
ま
で
外
来
診
療

に
も
使
用
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。
改
め
て
交
付
手
続
き

を
す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

●
申
請
場
所　

役
場
保
険
健

康
課
保
険
年
金
班
窓
口

●
申
請
に
必
要
な
も
の　

後

期
高
齢
者
医
療
制
度
の
保

険
証
、
印
か
ん
、
過
去
１

年
間
に
90
日
を
超
え
る
入

院
が
あ
っ
た
人
は
入
院
期

間
が
確
認
で
き
る
書
類（
領

収
証
な
ど
）

●
問
い
合
わ
せ　

役
場
保
険

健
康
課
保
険
年
金
班
ま
で

介
護
保
険
証
を

交
付
し
ま
す

２
月
に
65
歳
を
迎
え
る
人

（
昭
和
24
年
２
月
２
日
か
ら
３

月
１
日
ま
で
に
生
ま
れ
た
人
）

に
介
護
保
険
証
を
次
の
と
お

り
交
付
し
ま
す
。
将
来
介
護

が
必
要
に
な
っ
た
と
き
や
介

護
認
定
の
申
請
の
と
き
に
必

要
と
な
り
ま
す
の
で
大
切
に

保
管
し
て
く
だ
さ
い
。

●
交
付
す
る
日　

１
月
23
日

（
木
）
か
ら
24
日
（
金
）
午

前
８
時
30
分
か
ら
午
後
５

時
15
分
ま
で
。
た
だ
し
、

毎
週
木
曜
日
は
午
後
７
時

ま
で

●
と
こ
ろ　

役
場
福
祉
人
権

課
福
祉
高
齢
者
班
窓
口

●
必
要
な
も
の　

交
付
案
内

の
通
知
は
が
き
、
印
か
ん

●
問
い
合
わ
せ　

役
場
福
祉
人

権
課
福
祉
高
齢
者
班
ま
で

障
害
者
手
帳
が
な
く
て
も

税
の
障
害
者
控
除
を

受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す

身
体
障
害
者
手
帳
の
交
付

を
受
け
て
い
な
い
場
合
で
も
、

申
請
に
よ
り
、
障
が
い
者
に

準
ず
る
人
と
し
て
障
害
者
控

除
対
象
者
認
定
書
の
交
付
を

受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

住
民
税
や
所
得
税
が
課
税
さ

れ
て
い
る
人
が
こ
の
認
定
書

を
持
っ
て
い
れ
ば
、
障
害
者

控
除
の
対
象
と
な
り
ま
す
。

●
対
象　

身
体
障
害
者
手
帳
、

療
育
手
帳
な
ど
の
交
付
を

受
け
て
い
な
い
65
歳
以
上

の
人
で
、
介
護
保
険
の
要

介
護
認
定
が
、
要
介
護
１

か
ら
要
介
護
５
ま
で
の
人

●
申
請　

本
人
ま
た
は
家
族

が
、
役
場
福
祉
人
権
課
福

祉
高
齢
者
班
で
申
請
（
介

護
保
険
被
保
険
者
証
と
印

か
ん
が
必
要
で
す
）

●
問
い
合
わ
せ　

役
場
福
祉
人

権
課
福
祉
高
齢
者
班
ま
で

栄
養
は
バ
ラ
ン
ス
よ
く

お
弁
当
配
食
サ
ー
ビ
ス
を

行
っ
て
い
ま
す

町
で
は
、
老
衰
や
身
体
障
が

い
、
病
気
な
ど
の
理
由
で
調
理

を
す
る
こ
と
が
難
し
い
高
齢

者
・
障
が
い
者
を
対
象
に
、
次

の
と
お
り
栄
養
バ
ラ
ン
ス
の

と
れ
た
お
弁
当
の
配
食
サ
ー

ビ
ス
を
行
っ
て
い
ま
す
。

●
対
象　

お
お
む
ね
65
歳
以

上
で
ひ
と
り
暮
ら
し
の
人
、

高
齢
者
の
み
の
世
帯
の
人
、

身
体
に
障
が
い
が
あ
る
人

（
18
歳
以
上
で
身
体
障
害
者

手
帳
を
持
っ
て
い
る
人
）
な

ど（
事
前
に
実
態
調
査
あ
り
）

●
配
食
日　

毎
週
火
曜
日
と

木
曜
日
の
夕
食
時

●
本
人
負
担
額　

一
食
に
つ

き
三
百
円

●
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ　

役
場
福
祉
人
権
課
福
祉
高

齢
者
班
ま
で

福
岡
県
の

特
定
最
低
賃
金
が

変
わ
り
ま
し
た

福
岡
県
の
特
定
最
低
賃
金

が
平
成
25
年
12
月
10
日
か
ら

変
わ
っ
て
い
ま
す
。
事
業
主

の
皆
さ
ん
は
ご
注
意
く
だ
さ

い
。
１
時
間
あ
た
り
の
最
低

賃
金
は
次
の
と
お
り
で
す
。

●
特
定
最
低
賃
金　

▽
鉄
鋼

業
、
製
鋼
な
ど
＝
８
４
８

円
▽
電
子
部
品
、
デ
バ
イ

ス
、
電
子
回
路
、
電
気
機

械
器
具
、
情
報
通
信
機
械

器
具
製
造
業
＝
８
０
６
円

▽
輸
送
用
機
械
器
具
製
造

業
＝
８
２
８
円
▽
百
貨
店
、

総
合
ス
ー
パ
ー
＝
７
７
５

円
▽
自
動
車
（
新
車
）
小

売
業
＝
８
１
９
円

●
問
い
合
わ
せ　

福
岡
労
働

局
労
働
基
準
部
賃
金
課

☎
（
０
９
２
）
４
１
１
局

４
５
７
８
番
ま
で

遠
賀
川
を
軸
と
し
た

Ｉ
Ｌ
Ｏ
Ｖ
Ｅ
遠
賀
川
流
域

リ
ー
ダ
ー
サ
ミ
ッ
ト

遠
賀
川
河
川
事
務
所
で
は
、

「
遠
賀
川
を
軸
と
し
た
ま
ち
づ

く
り
を
目
指
し
て
」、
次
の
と

お
り
Ｉ
Ｌ
Ｏ
Ｖ
Ｅ
遠
賀
川
流

域
リ
ー
ダ
ー
サ
ミ
ッ
ト
を
開

催
し
ま
す
。
ど
な
た
で
も
参

加
で
き
ま
す
。

●
と
き　

１
月
26
日
（
日
）

午
後
１
時
30
分
か
ら

●
と
こ
ろ　

田
川
青
少
年
文

化
ホ
ー
ル
（
田
川
市
平
松

町
３
番
３
６
号
）

●
内
容　

流
域
活
動
団
体
の

活
動
紹
介
や
流
域
の
リ
ー

ダ
ー
等
に
よ
る
デ
ィ
ス

カ
ッ
シ
ョ
ン

●
問
い
合
わ
せ　

国
土
交
通

省
遠
賀
川
河
川
事
務
所 

☎
２
２
局
１
８
３
０
ま
で

次
の
方
々
か
ら
寄
附
を
い

た
だ
き
ま
し
た
。
あ
り
が
と

う
ご
ざ
い
ま
し
た
（
か
っ
こ

内
は
故
人
。
故
人
敬
称
略
）。

●
社
会
福
祉
協
議
会
へ
【
香

典
返
し
】

▽
松
本
政
彦
様
＝
小
倉
南
区

（
シ
ズ
エ
）

▽
入
江
光
知
様
＝
新
北
（
政

子
）

●
社
会
福
祉
協
議
会
へ
【
一

般
】

▽
鞍
手
町
ふ
れ
あ
い
チ
ャ
リ

テ
ィ
ー
ゴ
ル
フ
大
会
実
行

委
員
会
・
協
賛
各
社
・
参

加
者
一
同
様

●
く
ら
て
病
院
へ
【
香
典
返
し
】

▽ 

西
野　

元
様
＝
八
尋
（
静

子
）

くらしの情報

15−2014.１

愛の
贈

り
も
の

セレモニー・ホール

鞍心館
◆信頼・・・３５年以上のの経験！
◆真心・・・心のこもったお葬儀を！
◆安心・・・無理のないプランを！あん　　しん　　かん

鞍手町小牧2084-1（旧ダイヤブック）

（有）花六葬儀社
問合せ先

鞍手町大字中山3024-42（昭和通り）

0 1 2 0 - 4 1 - 8 7 6 9

※入会金（1万円）のみの
　　　　　　『鞍心会員』募集中！！

セレモニー・ホール

鞍心館
◆信頼・・・３５年以上のの経験！
◆真心・・・心のこもったお葬儀を！
◆安心・・・無理のないプランを！あん　　しん　　かん

鞍手町小牧2084-1（旧ダイヤブック）

（有）花六葬儀社
問合せ先

鞍手町大字中山3024-42（昭和通り）

0 1 2 0 - 4 1 - 8 7 6 9

※入会金（1万円）のみの
　　　　　　『鞍心会員』募集中！！

寒さが大敵
凍らないように
十分な対策を

いよいよ一年で最も寒い時
期がやって来ます。寒いとき
は水道管が凍結して破裂する
ことがあります。むき出しに
なった水道管には保温チュー
ブを巻いたり、寝る前に糸が
引く程度に水を流したままに
すると凍結の予防になります。
もし水道管が凍って水が出な
くなった場合はぬるま湯をか
けて溶かしてください。熱湯
をかけると、かえって破裂す
る恐れがあります。
● 問い合わせ　役場上下水道

課上水道班まで

水道管の破裂にご注意を


